
  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（財産収入）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（指摘事項等）

なし

（対応）

・結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、患者を入院させるべきことを勧告する。

・必要があると認めるときは、結核患者と接触した者等に対し健康診断を実施する。

・潜在性結核感染症患者を含む全結核患者に対し、治療開始から終了まで服薬支援を実施し治療中断・脱落率を５％以下とする。

18,105 17,901 0

（予算案）

結核健診事業 直接

結核患者の接触者に対する健康診断

結核回復者に対する精密検査（管理検診）

合計

H25 H26

結核健康診断補助金 補助金

私立の学校、施設の長が行う結核定期健康診断に

要する費用について、一部を補助する。

7,353 7,424

（当初）

8,932 8,938
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施策の総合的展開

６－１　健康で長生きできる地域づくり

目指す姿

現状

・結核のまん延を防止するため、必要があると認められるときは、患者を入院させるべきことを勧告する。また、必要があると認めるとき

は、感染症の患者と接触した者等に対し健康診断を実施する。

・潜在性結核感染症患者を含む全結核患者に対して、治療開始から終了まで服薬支援を実施する。

県が関与

する理由

・結核感染を抑えるためには、医師から処方された薬の確実な服用が重要となっている。

・潜在性結核感染症患者を含む全結核患者に対し服薬支援を行い、治療失敗や脱落中断者を最小限にし、治療成功率を向上させ

る。

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

結核に関する特定感染症予防指針

５　疾病対策の推進 実施期間 S26 ～

検討中県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

結核予防総合 直接

結核患者に対する服薬支援、定期健康診断受診困

難な者に対する健康診断等。

877 620

結核定期病状調査 直接

結核回復者のうち、医療機関で経過観察を実施し

ている者について、病状を把握。

710 686

公益財団法人結核予防会結核研究所が行う研修

に、結核業務に従事している職員４名を派遣する。

233 233

（要求）

派遣研修 直接

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

17,901

合計（A) 18,082 18,105 17,901 0

服薬支援

実施率

95％以上 95％以上

H27

目標

補正予算

Aの

財源

4,651 4,911

当初予算 17,423 18,082 18,105

5,117 4,863

17,423

目標 成果 達成状況

項目

H25末

（見込）

12,772 13,171 12,988 13,038 0

23年度 24年度 25年度

H26

概　算

人件費

7.75 7.75 7.50 7.50

64,000

15,767 15,601

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 79,767 79,601 80,040 79,836

64,000 61,935 61,935 0
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区　　分（単位：千円）


